
平成30年３月

平成29年度消費生活に関する県民意識調査
報告書＜概要版＞

岩手県立県民生活センター

【 目次 】 
 

Ⅰ 調査概要･････････････････････････････････････････････････････１ 
  １ 調査目的 

  ２ 調査項目  

   ３ 調査設計  

   ４ 回収結果  

   ５ 調査結果利用上の留意点 

  ６ 回答者の属性 

 

Ⅱ 調査結果･････････････････････････････････････････････････････２ 
 １ 消費者問題への関心・商品等を選ぶときの意識について･･･････････････２ 

  (1)  消費者問題への関心度 ･････････････････････････････････････････････２ 

  (2)  消費者問題への関心度（内容別）････････････････････････････････････２  

   (3)  商品・サービスを選ぶときの意識 ･･･････････････････････････････････３  

  

   ２ 消費生活上のトラブル・被害の状況について･････････････････････････４ 

 (1)  悪質商法の認知度･･････････････････････････････････････････････････４ 

  (2)  消費生活上のトラブル・被害経験の有無･･････････････････････････････５  

  (3)  経験したトラブル・被害の内容･･････････････････････････････････････５  

  (4)  トラブル・被害のきっかけ･･････････････････････････････････････････６  

  (5)  トラブル・被害にあった際の相談先･･････････････････････････････････６ 

  (6)  トラブル・被害にあわないために重要と思うこと･･････････････････････７  

  (7)  高齢者が消費者被害にあわないために有効と思う対策･･････････････････７  

 

 ３ 消費生活に関する情報について ････････････････････････････････････８ 

 (1) 消費生活に関する情報の入手方法････････････････････････････････････８ 

 (2) 消費生活に関する情報のうち重要と考えるもの････････････････････････８ 

 (3) 消費者向けの情報提供手段で有効(利用しやすい）と思うもの･･･････････９ 

 

４ 消費者教育について･･･････････････････････････････････････････････10 

 (1) 消費者教育の受講経験の有無････････････････････････････････････････10 

(2) 受けたことがある消費者教育の内容･･････････････････････････････････10 

 (3) 消費者教育を受けた機会････････････････････････････････････････････11 

 (4) 受けてみたいと思う消費者教育の内容････････････････････････････････11 

 (5) 受けやすいと思う消費者教育の機会･･････････････････････････････････12 

 (6) 消費生活上のトラブル防止に向けて啓発・対策が効果的と思う対象･･････12 

 

５ 消費者問題に対する行政の取り組みについて･････････････････････････13  

 (1) 消費者問題に関する相談機関・窓口の認知度･･････････････････････････13 

 (2) 消費者問題に対する取り組みとして行政に望むこと････････････････････13 

SS17020363
タイプライターテキスト
資料３

SS17020363
長方形



Ｉ　調査概要

男性

46.3%
女性

52.3%

無回答

1.4%

ｎ=1840

◆性別

（ｎ=851）

（ｎ=963）

（ｎ=26）

18～19歳

2.2%

20～29歳

10.3%

30～39歳

12.1%

40～49歳

14.7%

50～59歳

17.5%

60～69歳

22.6%

70歳以上

20.1%

無回答

0.5%
（ｎ=40）

（ｎ=223）

（ｎ=270）

（ｎ=322）

（ｎ=416）

ｎ=1840

（ｎ=189）
（ｎ=370）

（ｎ=10）

 １ 調査目的 

   本調査は、世代、その他消費者の特性に応じた効果的な教育及び啓発の内容を検討し、実施 

  するため、各世代の消費生活に関する意識や実態を把握することを目的として実施しました。 

 ３ 調査設計 

  (1) 調査地域      岩手県内全域 

  (2) 調査対象      県内在住の満18歳以上の男女 

  (3) 調査対象数(標本数) 5,000人  

  (4) 抽出方法      県人口に占める市町村ごとの人口割合に応じ、各市町村の選挙人                                                 

             名簿から無作為抽出 

  (5) 調査方法      郵送による配布・回収 

  (6) 調査実施期間    平成29年９月15日（金）から平成29年10月６日（金）まで  

 ４ 回収結果 

  (1) 調査票送付数    5,000件 

  (2) 有効回収数     1,840件 

  (3) 有効回収率      36.8％ 

 ５ 調査結果利用上の留意点 

  (1) 「ｎ」は、質問に対する回答者の人数を表記したものです。 

  (2) 比率（パーセント）の表記は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、合計が100.0％ 

     にならない場合があります。 

  (3) 複数回答（２つ以上の選択肢を回答）の比率の合計は100.0％を超える場合があります。 

  (4) 図表または文中に示す選択肢などの文章は一部省略している場合があります。 

 ２ 調査項目 

  (1) 消費者問題への関心・商品等を選ぶときの意識について 

  (2) 消費生活上のトラブル・被害の状況について 

  (3) 消費生活に関する情報について 

  (4) 消費者教育について 

  (5) 消費者問題に対する行政の取り組みについて 

 ６ 回答者の属性 
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Ⅱ　調査結果

  (1)  消費者問題への関心度 

    消費者問題への関心について聞いたところ、「関心が   

  ある」が29.7％、「どちらかといえば関心がある」が41.5％ 

  と、「関心がある」と「どちらかといえば関心がある」を合わ 

  せた関心度は71.2％となっている。 

   (2)  消費者問題への関心度（内容別） 

      「関心がある」と「どちらかといえば関心がある」を合わせた”関心のある人”の割合は、 

    「①食中毒事故など食品の安全性に関する問題」が90.6％で最も高く、「②製品の欠陥や 

   施設・設備の不具合により生じる事故」が84.6％、「④強引な勧誘や不正な訪問販売などの 

   悪質な商法の手口と対策」が81.4％の順で、８割を超える。 

     一方、「⑦サラ金やクレジットなどによる多重債務問題」への関心は低く、”関心のある人” 

   の割合は46.8％と半数に満たない。 

１ 消費者問題への関心・商品等を選ぶときの意識について  

56.8 33.8 6.3 

1.4 
1.7 

42.9 41.7 10.8 

1.6 
3.0 

34.8 33.3 20.3 10.1 
1.5 

47.2 34.2 13.9 
3.3 

1.4 

46.6 34.4 14.5 
2.9 

1.6 

22.3 35.5 30.5 9.7 
2.0 

17.2 29.6 37.0 14.8 
1.4 

32.8 45.8 16.8 3.7 
0.9 

関心がある 

どちらかと

いえば関心

がある 

あまり関心

がない 
関心がない 無回答 

①食中毒事故など食品の安全性に関す

る問題 

②製品の欠陥や施設・設備の不具合に

より生じる事故 

③インターネット利用により生じるト

ラブル 

④強引な勧誘や不正な訪問販売など

の悪質な商法の手口と対策 

⑤架空請求や不当請求、振り込め詐欺 

⑥投資・保険・預金などの金融商品や

融資に関する問題 

⑦サラ金やクレジットなどによる多重

債務問題 

⑧家庭における省エネやゴミの減量な

どの環境問題 

関心がある

29.7%

どちらかといえば

関心がある

41.5%

あまり関

心がない
21.3%

関心がない

4.9%

無回答

2.6%

ｎ=1840

（ｎ=547）

（ｎ=764）

（ｎ=391）

（ｎ=90） （ｎ=48）

全体 n=1840 
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62.6 29.8 

5.7 1.0 
0.9 

51.3 39.2 

6.7 1.4 
1.4 

50.6 36.4 9.9 

1.5 

1.6 

10.2 27.9 48.1 12.1 
1.7 

9.1 25.7 45.0 18.3 
1.9 

18.6 42.7 30.3 6.4 2.0 

15.8 28.4 38.1 16.7 
1.0 

22.4 43.1 28.2 5.4 0.9 

17.5 39.5 33.0 8.8 
1.2 

12.2 30.9 40.6 15.2 
1.1 

5.9 18.4 41.3 33.1 
1.3 

常に意識する よく意識する たまに意識する 
ほとんど・全く

意識しない 無回答 

(3)  商品・サービスを選ぶときの意識  

   「常に意識する」項目は、「①価格」、「②機能や品質」、「③安全性」で５割を超える。 

   「常に意識する」と「よく意識する」を合わせた”よく意識する”は、「①価格」92.4％、「②機能や性質」 

 90.5％、「③安全性」87.0％となっている。 

    一方、「たまに意識する」と「ほとんど・全く意識しない」を合わせた”あまり意識しない”は、「⑪経営方 

 針や理念・社会貢献活動」、「⑤ブランドイメージ」、「④広告」となっている。「⑪経営方針や理念・社会   

 貢献活動」は、「常に意識する」が１割に満たない。 

①価格    

②機能や品質 

③安全性 

④広告 

⑤ブランドイメージ 

⑥評判 

⑦特典（ポイントカード、景品な

ど） 

⑧購入（利用）時の説明や対応な

どの接客態度 

⑨苦情や要望に対する対応 

⑩商品やサービスが環境に及ぼす

影響 

⑪経営方針や理念・社会貢献活動 

全体 n=1840 
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２ 消費生活上のトラブル・被害の状況について 

 (1)  悪質商法の認知度 

    「言葉も内容も知っている」の回答割合が高いのは、「②架空請求」が72.5％、「⑦マルチ商法」が 

   58.8％、「①点検商法」が57.0％となっている。 

    一方、最も認知度が低いのは「⑩資格商法」の25.2％となっている。  

57.0 34.3 8.0 
0.7 

72.5 21.4 5.3 
0.8 

32.8 35.9 30.2 1.1 

36.7 40.0 22.4 
0.9 

46.8 34.4 18.0 
0.8 

53.5 35.7 10.2 0.6 

58.8 31.5 9.2 
0.5 

55.3 27.1 17.0 
0.6 

49.0 34.6 15.7 
0.7 

25.2 34.5 39.7 
0.6 

37.0 36.9 25.5 
0.6 

言葉も内容も 

知っている 

言葉と内容のどち

らかは知っている 

言葉も内容も 

知らない 
無回答 

①点検商法 

②架空請求 

③二次被害 

④利殖商法 

⑤押し買い（強引な訪問購入） 

⑥お試し定期購入 

⑦マルチ商法 

⑧ワンクリック請求 

⑨催眠（ＳＦ）商法 

⑩資格商法 

⑪当選商法 

全体 n=1840 

〈参考〉各種悪質商法の内容 

 名称 内容

①点検商法
　「点検に来た」「無料で点検する」などと家に上がり込み、「布団にダニがいる」「シロアリの被害が
ある」「工事をしないと家が傾く」「すぐに修理が必要」などと、事実と異なることを言って不安をあお
り、商品やサービスを契約させる。

②架空請求
　「携帯電話の出会い系サイトの利用料金を支払え！」「当社があなたの債権譲渡を受けたので連絡
を！」などとメール等で通知し、身に覚えがない人等を不安にさせ慌てて連絡を取るように仕向け、利用
料金と称する金銭を請求する。

③二次被害
　以前契約した商品やサービスについて「被害を取り戻す」などと説明し、過去にあった被害の救済を
装って金銭を支払わせる。

④利殖商法
　未公開株や外国債、マンションや土地などの購入について「値上がり確実」「必ず儲かる」などと話
し、投資や出資、購入を勧めるが、実際に儲かることはほとんどない。

⑤押し買い(強引な訪問
購入)

　自宅に業者が訪れ、指輪などの貴金属や和服などを不当に安い価格で強引に買い取っていく。

⑥お試し定期購入
　サプリメントや青汁など主に健康食品の通信販売で、「お試し価格」などとして申込みさせるが、実際
に安いのは初回だけで、通常料金による定期購入契約となっている。

⑦マルチ商法
　「商品を買って会員になり、他の人を加入させれば利益が得られる」と言って組織を拡大していくネッ
トワークビジネス。勧誘時の話と異なり、商品はほとんど売れず、借金と在庫を抱えてしまう。

⑧ワンクリック請求
　パソコンやスマートフォンのアダルトサイトなどで、利用料金や利用規約を明確にせず、消費者がク
リックすると「登録完了」「料金〇万円」などと表示し、高額な料金を請求する。

⑨催眠(SF)商法
　「景品をプレゼント」「健康に良い話をする」などと言って人を集め、締め切った会場で日用品などを
無料で配り、雰囲気を盛り上げ興奮状態にし、高額な商品を売りつける。

⑩資格商法
　自宅や職場などに執拗に電話をかけ、「受講すれば、試験を受けることなく資格が取れる」などと言っ
て強引な勧誘を行う。しかし、実際には、受講のみで資格取得はできなかったり、そもそも存在しない資
格であったりする。

⑪当選商法
　「○○が当選しました」などと電話や郵便で通知し、プレゼントを渡すという名目で相手を呼び出し、
そこで着物やアクセサリーなどの高額商品を契約させる。
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(3)   経験したトラブル・被害の内容 

    トラブル・被害の内容については、「８.架空請求・不当請求に関すること」が37.3％と最も高い。次いで、 

    「１.商品やサービスの内容に関すること」が28.2％、「５.販売方法に関すること」が26.8％の順となってい 

 る。一方、「10.食の安全・表示に関すること」は4.2％と最も低い。 

(2)    消費生活上のトラブル・被害経験の有無 

   過去１年間における消費生活上のトラブル・被害  

 経験の有無について聞いたところ、「（経験が）ある」 

 が4.9％、「周りにトラブル・被害にあった人がいる」が 

 2.8％、「(経験が）ない」は91.3％となっている。 

28.2 

17.6 

11.3 

9.2 

26.8 

11.3 

17.6 

37.3 

9.2 

4.2 

12.7 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

ｎ=142 

1.商品やサービスの内容に関すること 

2.商品やサービスの価格に関すること 

3.内容や価格以外の契約条件などに関
すること 

4.解約・返品に関すること 

5.販売方法に関すること 

6.事後の対応や苦情への対応に関する

こと 

7.個人情報の取扱いに関すること 

8.架空請求・不当請求に関すること 

9.商品やサービスの欠陥等による被害
に関すること 

10.食の安全・表示に関すること 

11.その他 
※複数回答 

ある

4.9% 周りにトラブル・

被害にあった人が

いる

2.8%

ない

91.3%

無回答

1.0%

ｎ=1840

（ｎ=90）

（ｎ=52）

（ｎ=1680）

（ｎ=18）
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(4)  トラブル・被害のきっかけ 

    トラブル・被害の経験が「ある」または「周りにトラブル・被害にあった人がいる」と回答した方に、その 

  トラブル・被害のきっかけとなった商品の販売方法またはサービスの勧誘方法について聞いたところ、 

   「２．カタログやテレビ、新聞の折り込みチラシ、インターネット等での通信販売を利用した」が47.2％ 

  で最も高く、次いで「４．自宅や職場に業者から電話があり、勧められた」が20.4％となっている。 

(5)  トラブル・被害にあった際の相談先 

  トラブル・被害の経験が「ある」または「周りにトラブル・被害にあった人がいる」と回答した方に、その 

 際の相談先・相手について聞いたところ、「１．家族、友人、知人、同僚など身近な人」が47.9％と最も 

 高く、次いで「13.誰にも相談しなかった」が19.7％、「５．商品・サービスの提供元であるメーカーなどの 

 事業者」が14.8％となっている。 

※複数回答 

11.3 

47.2 

11.3 

20.4 

2.1 

2.8 

8.5 

14.1 

4.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ｎ=142 

1.自分からお店に行き、商品の購入やサービスの

利用をした 

2.カタログやテレビ、新聞の折り込みチラシ、イ

ンターネット等での通信販売を利用した 

3.自宅や職場に業者が訪ねてきて、勧められた 

4.自宅や職場に業者から電話があり、勧められた 

5.電話や郵便でお店や喫茶店に来るように誘われ

て、勧められた 

6.路上で声をかけられ、会場や喫茶店などに連れ

て行かれ、勧められた 

7.知り合いや友達から勧められた 

8.その他 

9.不明 

47.9 

7.0 

6.3 

1.4 

14.8 

10.6 

3.5 

2.8 

6.3 

1.4 

0.0 

6.3 

19.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ｎ=142 

9.警察 

10.民生委員・児童委員など地域の人 

1.家族、友人、知人、同僚など身近な人 

2.市町村の消費生活センター・消費生活相談窓口 

3.岩手県立県民生活センター 

4.国民生活センター 

5.商品・サービスの提供元であるメーカーなどの事

業者 

6.商品・サービスの勧誘や販売を行う販売店や代理

店など 

7.弁護士や司法書士 

8.消費者団体 

11.ヘルパー・ケアマネージャー 

12.上記１～11以外の人や機関 

13.誰にも相談しなかった 

※複数回答 

6



  (7)  高齢者が消費者被害にあわないために有効と思う対策 

    高齢者が消費者被害にあわないために有効だと思う対策について聞いたところ、「２.家族や親族で日 

   頃から話題にするよう心掛ける」が63.8％で半数を超える。次いで、「７.悪質な事業者に対する規制や指 

   導を強化する」が45.8％、「５.報道（テレビ、新聞、ラジオ）に被害情報などを取り上げてもらう」が42.1％の 

   順となっている。 

※複数回答 

32.1 

63.8 

30.9 

16.0 

42.1 

9.3 

45.8 

25.8 

1.0 

1.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

ｎ=1840 

(6)  トラブル・被害にあわないために重要と思うこと 

  トラブル・被害の経験が「ない」と回答した方に、消費生活上のトラブル・被害にあわないために重要だ  

 と思うことについて聞いたところ、「１.消費者自身が自覚して、トラブル・被害にあわないように注意する」 

 が80.1％と最も高く、次いで、「８.悪質な事業者に対する規制・指導を強化する」が56.5％、「２.家族や        

 友人、地域などで消費生活上のトラブル・被害に関する情報を交換する」が42.0％、「５.消費生活上のト 

 ラブル・被害に関する情報が提供される」が30.5％の順となっている。 

1.高齢者本人が、日頃から地域の行事などに参加し、

情報交換する 

2.家族や親族で日頃から話題にするよう心掛ける 

3.近隣同士で声を掛け合うことができる関係をつく
る 

4.地域の様々な人たちによる見守り活動を行っても
らう 

5.報道（テレビ、新聞、ラジオ）に被害情報などを
取り上げてもらう 

6.パンフレットなどによる啓発活動を充実する 

7.悪質な事業者に対する規制や指導を強化する 

8.行政（県・市町村）が、高齢者と日頃接触のある
団体などと連携して注意を呼びかける 

9.その他 

10.わからない 

※複数回答 

80.1 

42.0 

15.6 

14.3 

30.5 

15.9 

15.4 

56.5 

2.4 

2.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1.消費者自身が自覚して、トラブル・被害にあわ
ないように注意する 

2.家族や友人、地域などで消費生活上のトラブ
ル・被害に関する情報を交換する 
3.事業者が商品・サービスの内容等について、わ
かりやすく説明・表示する 

4.事業者が商品・サービスについてルールを守る 

5.消費生活上のトラブル・被害に関する情報が提
供される 

6.消費者の相談や苦情に対応するため、行政の相
談窓口を充実させる 

7.年代に応じた消費者教育を行う 

8.悪質な事業者に対する規制・指導を強化する 

9.その他 

10.わからない ｎ=1680 
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※複数回答 

  (2)  消費生活に関する情報のうち重要と考えるもの 

    消費生活に関する情報のうち重要と考えるものについて聞いたところ、「３.悪質商法などの手口、消 

  費者被害・トラブルの状況や対処方法」が68.3％で３人に２人の割合となっており、次いで、「８.危険性 

  のある製品の情報（リコール情報など）」が58.1％、「１.消費生活に関する法律や制度」が46.7％の順と 

  なっている。 

  (1)  消費生活に関する情報の入手方法 

     消費生活に関する情報の入手方法について聞いたところ、 「１.テレビ・ラジオ」が86.5％と最も高く、 

  次いで「２.新聞・雑誌（フリーペーパー含む）」が55.3％、「３.家族・友人・知人」が36.7％、「４.事業者 

  からのお知らせ」が34.2％の順となっている。 

※複数回答 

３ 消費生活に関する情報について 

86.5 

55.3 

36.7 

34.2 

6.1 

21.5 

3.1 

9.0 

6.7 

27.8 

1.7 

5.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ｎ=1840 

1.テレビ・ラジオ 

2.新聞・雑誌（フリーペーパー含む） 

3.家族・友人・知人 

4.事業者からのお知らせ 

5.消費者庁や国民生活センターのホームページ
など 
6.県や市町村のホームページや広報誌、チラシ
など 

7.県や市町村の消費生活相談窓口 

8.個人のブログやツイッター、フェイスブック
など 

9.学校や職場での教育・研修など 

10.自治会・町内会の回覧板や掲示板 

11.その他 

12.特にない 

46.7 

35.3 

68.3 

33.8 

28.8 

16.2 

7.8 

58.1 

32.9 

4.6 

0.4 

3.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

1.消費生活に関する法律や制度 

2.商品テストや商品・サービスの安全性 

3.悪質な商法などの手口、消費者被害・トラブル
の 状況や対処方法 

4.消費者問題の相談窓口 

5.消費者問題への行政の取り組み 

6.消費者被害防止のための消費生活に関する講座
や催しなど 

7.消費者団体の活動 

8.危険性のある製品の情報（リコール情報など） 

9.行政処分を受けた事業者名 

10.家計管理などライフプランに関する情報 

11.その他 

12.特にない ｎ=1840 
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 (3)  消費者向けの情報提供手段で有効（利用しやすい）と思うもの 

    消費者向けの情報提供手段として有効（利用しやすい）と思うものについて聞いたところ、「１.テレ 

 ビ・ラジオ」が82.9％と高く、次いで「２.新聞・雑誌（フリーペーパー含む）」が54.1％、「３.県や市町村 

 の広報誌」が39.5％、「７.自治会・町内会の回覧板や掲示板」が35.5％の順となっている。 

※複数回答 

1.テレビ・ラジオ 

2.新聞・雑誌（フリーペーパー含む） 

3.県や市町村の広報誌 

4.ホームページやメールマガジンなど 

5.ブログやツイッター、フェイスブックなど 

6.ポスター、パンフレット、チラシ 

7.自治会・町内会の回覧板や掲示板 

8.地域（町内会や老人クラブなど）での消費生活

講座 

9.会社や所属団体の会合、研修など 

10.その他 

82.9 

54.1 

39.5 

9.3 

7.1 

15.6 

35.5 

8.8 

2.9 

0.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ｎ=1840 
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(1)  消費者教育の受講経験の有無 

   消費者教育の受講経験について聞いたところ、「ある」 

 が14.2％、「ない」が81.7％となっている。 

４ 消費者教育について 

  (2)  受けたことがある消費者教育の内容 

   消費者教育・啓発を受けたことがある方に、受講した消費者教育の内容について聞いたところ、 

    「４.強引な勧誘や不正な訪問販売などの悪質な手口に関すること」が53.1％と最も高く、次いで 

   「２.インターネット（スマートフォンや携帯電話を含む）の利用上の注意点」が49.2％、「12.クーリ 

  ングオフに関すること」が42.0％の順となっている。 

   一方、「９.自分の消費行動が世の中に与える影響について」が5.7％と最も低い。 

21.0 

49.2 

26.7 

53.1 

14.5 

21.8 

31.3 

21.0 

5.7 

13.7 

14.9 

42.0 

24.0 

0.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ｎ=262 

1.物や金銭の計画的な使い方 

2.インターネット（スマートフォンや携帯電話を含

む）の利用上の注意点 

3.食中毒や偽装表示など食品の安全性に関すること 

4.強引な勧誘や不正な訪問販売などの悪質な手口に関
すること 
5.投資・保険・預金などの金融商品や融資に関するこ

と 

6.サラ金やクレジットなどによる多重債務問題 

7.省エネやゴミの減量などの環境問題 

8.商品の購入やサービスの利用をする際の契約や取引
に関すること 

9.自分の消費行動が世の中に与える影響について 

10.クレジットカードのしくみについて 

11.通信販売のしくみと注意点 

12.クーリングオフに関すること 

13.消費生活トラブルへの対処法や相談について 

14.その他 

※複数回答 

ある

14.2%

ない

81.7%

無回答

4.1%

ｎ=1840

（ｎ=1503）

（ｎ=262）

（ｎ=75）
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 (3)  消費者教育を受けた機会 

   消費者教育・啓発を受けたことがある方に、どのような機会に受講したのか聞いたところ、「５.地域（町内  

  会や老人クラブなど）での講習会・勉強会など」が35.9％と最も高く、次いで、「６.職場での講習会・勉強会 

  など」が28.6％、「２.小中学校、高等学校の課外授業・特別授業・見学など」が26.3％、「１.小中学校、高等  

  学校の授業（家庭科・社会科など）」が22.1％の順となっている。 

※複数回答 

22.1 

26.3 

9.2 

4.6 

35.9 

28.6 

12.2 

13.7 

14.5 

2.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

ｎ=262 

1.小中学校、高等学校の授業（家庭科・社会科な
ど） 
2.小中学校、高等学校の課外授業・特別授業・見学
など 

3.大学・専門学校などの講義 

4.大学・専門学校等のオリエンテーションなど 

5.地域（町内会や老人クラブなど）での講習会・勉
強会など 

6.職場での講習会・勉強会など 

7.消費者団体主催の講習会・勉強会など 

8.事業者・事業者団体主催の講習会・見学会など 

9.生涯学習の各種講座など 

10.その他 

1.物や金銭の計画的な使い方 

2.インターネット（スマートフォンや携帯電話含む）

の利用上の注意点 

3.食中毒や偽装表示など食品の安全性に関すること 

4.強引な勧誘や不正な訪問販売などの悪質な手口に関
すること 
5.投資・保険・預金などの金融商品や融資に関するこ
と 
6.サラ金やクレジットなどによる多重債務問題 

7.省エネやゴミの減量などの環境問題 

8.商品の購入やサービスの利用をする際の契約や取引
に関すること 

9.自分の消費行動が世の中に与える影響について 

10.クレジットカードのしくみについて 

11.通信販売のしくみと注意点 

12.クーリングオフに関すること 

13.消費生活トラブルへの対処法や相談について 

14.その他 

16.8 

33.3 

37.8 

41.9 

18.2 

9.4 

18.1 

24.0 

7.4 

14.8 

22.3 

22.2 

32.5 

2.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ｎ=1503 

  (4)  受けてみたいと思う消費者教育の内容 

    消費者教育・啓発を受けたことがない方に、受けてみたいと思う消費者教育の内容について聞いたとこ 

 ろ、「４.強引な勧誘や不正な訪問販売などの悪質な手口に関すること」が41.9％、「３.食中毒や偽装表示 

 など食品の安全性に関すること」が37.8％、「２.インターネット（スマートフォンや携帯電話を含む）の利用上 

 の注意点」が33.3％、「13.消費生活トラブルへの対処法や相談について」が32.5％の順となっている。 

※複数回答 
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 (5)  受けやすいと思う消費者教育の機会 

   どのような機会であれば消費者教育を受けやすいと思うか聞いたところ、「４.学校や職場での講習 

  会・勉強会など」が41.6％と最も高く、次いで「３.地域（町内会や老人クラブなど）での講習会・勉強会 

 など」が39.3％、「１.自治体等が主催する講演会・講座など」が37.9％の順となっている。 

※複数回答 

1.自治体等が主催する講演会・講座など 

2.生涯学習の各種講座など 

3.地域（町内会や老人クラブなど）での講習会・
勉強会など 

4.学校や職場での講習会・勉強会など 

5.消費者団体主催の講習会・勉強会など 

6.事業者・事業者団体主催の講習会・見学会など 

7.その他 

37.9 

13.8 

39.3 

41.6 

13.2 

14.5 

2.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ｎ=1840 

   (6)  消費生活上のトラブル防止に向けて啓発・対策が効果的と思う対象 

    消費生活上のトラブルを防止するために、どのような人に対して重点的に啓発・対策を行うと効果 

  があると思うか聞いたところ、「６.高齢者」が77.4％と最も高く、次いで、「８.成人全般」が47.2％、「５. 

   新社会人」が36.3％、「３.高校生」が32.0％の順となっている。 

1.小学生 

2.中学生 

3.高校生 

4.大学生・専門学校生等 

5.新社会人 

6.高齢者 

7.障がい者 

8.成人全般 

9.その他 

8.0 

21.0 

32.0 

17.5 

36.3 

77.4 

14.1 

47.2 

1.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

ｎ=1840 

※複数回答 
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   (1)  消費者問題に関する相談機関・窓口の認知度 

     消費者問題に関する相談機関や窓口の認知度について聞いたところ、「名前も内容も知って 

   いる」と答えた割合は、「①市町村の消費生活センター・消費生活相談窓口」が31.0％と最も高 

   く、次いで、「②岩手県立県民生活センター」が19.7％、「③独立行政法人国民生活センター」 

   が17.2％で、「④消費者ホットライン『188（いやや！）』」は6.4％と１割に満たない。 

※複数回答 

   (2)  消費者問題に対する取り組みとして行政に望むこと 

     消費者問題に対する取り組みとして行政に望むことについて聞いたところ、 「６.悪質な事業者 

  への指導・取締りを強化する」が74.4％と最も高く、次いで「１.消費者被害・トラブル・商品リコール 

  などの情報提供を充実する」が72.5％、「３.学校や職場等の消費者教育・啓発を充実する」が  

  42.0％、「２.消費生活相談体制を強化する」が35.6％の順となっている。 

 ５ 消費者問題に対する行政の取り組みについて 

72.5 

35.6 

42.0 

29.3 

19.5 

74.4 

21.3 

1.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

ｎ=1840 

6.悪質な事業者への指導・取締りを強化す

る 

1.消費者被害・トラブル・商品リコールな

どの情報提供を充実する 

2.消費生活相談体制を強化する 

3.学校や職場等の消費者教育・啓発を充実

する 

4.消費者の声を行政や企業活動に反映させ

るような制度を設ける 

5.苦情相談、法令遵守や社会的責任に対す

る事業者の取り組みを支援する 

7.消費者問題に取り組む市民団体等の活動

を支援する 

8.その他 

31.0 51.3 16.2 
1.5 

19.7 51.7 25.4 
3.2 

17.2 55.3 23.8 3.7 

6.4 26.5 63.1 4.0 

名前も内容も

知っている 

名前は知って

いるが内容は

知らない 

名前も内容も 

知らない 
無回答 

 ①市町村の消費生活センター・消費生活相談窓口 

②岩手県立県民生活センター 

 ③独立行政法人 国民生活センター 

④消費者ホットライン「１８８」 

全体 n=1840 
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